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令和 6年 10月 21‖
子|,IX‖ r村 議 会 議 長 殿

一般社団法人

会 長

日本教材備品協

情 6第 7号 東京粗
`港

学校 備品の計 的な整備 についてのお願い

学校教材備滞1は 、児数生徒の関心・意欲や学習理解の増進を図る上で必要不可欠であ
ります。また学習指導要領の学習 目的を実現 し、児童生徒の確かな学力の育成を図るた
めには、学校教材備品の安定的かつ計画的な整備を図ることが続めて重要であります。

学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」の視点から学習過程の改善を日指す
ことが大きなテーマとなってお り、これを実現するため、今後の授業展開は、観察や実
験、体験や疑似体験等を通 じて、児童生徒が自ら考えることがこれまで以上に大切にな
ると存 じます。 1人 1台の端末が授業で活用される中で、教材備品とデジタル教材の両
方の良さを適切に組み合わせることで、児童生徒の理解が更に深まるとも考えられます。

文部科学省では、義務教育諸学校に備 える教材の例示品日と整備数量の日安をとりま
とめた参考資料である「教材整備指針」を、平成 20年改訂の学智指導要領を踏まえ平
成 23年に策定 し、平成 29年改言1・の学習指導要領を踏まえ令和元年に改訂 し、各学校・
各教育委員会が学校教材備 Rlの整備の現状を把握 し、教育方針に応 じた整備の計画を立
て易くいた しま t/た。また、これ らの学校教籾

・
備品の整備が安定的かつ計画的に実施さ

れるよう、総務省の協力の下、令和 2年度からの 10か年を言‖‐画期間とする「義務教育
諸学校における教材整備計画」を策定 し、革年度で約 800億 円の地方財政措置が諦 じ
られてお ります。しか しながら、各々の自治体における学校教材備品の整備については、
財源が地方交付金のため、整備予算に大きなばらつきや差が生 じることを懸念 してお り
ます。

｀

貴白治体におかれましては、
】☆オ/調 ・才R据 オヽ 占、毅材し

す。 そα)_にに、 い が い

の か つ だ をお願い申し_ヒ げ
る次第です。

尚、お巻りしました当該リープレットは、「子どもたちの未来のために計画的な教材整
備が必要です。」の表紙のタイトルにありますよう年、計画的な学校教材備品の整備の実
施をお願いする内容となっております。子どもたちの学力向上のため、学校教材備品の
整備の参考としていただければ幸いです。また、ご質問等ございましたら当協会までご
連絡貝易りたく存じます。

ヤヽ

一般社団法人日本ノサ女材備品協会 事務局長 中

東京都港区
′
脳            e― mail



一般社団法人 日本教材備品協会 (JEMA)につきiま して

私ども‐般社団法人日本教材備品協会 (JEMA)は、平成 3年に優れた教材教具の研究開発と普

及を目指して設立され、平成 10年に当時の文部大臣より社団法人の認可を受けた協会です。

以後、公益事業に注力し、学校教育用教材備品癖に関する普及、活用、開発、調査研究、品質向上等

の事業を行うことで我が国の学校教育に寄与してまいりました。

法人制度改革に伴い、平成 25年 4月 に一般社団法人に移行し、引き続き学校教育に寄与すること

を日的に事業を展開しているところであります。
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義務教育諸学校における

たちの

のために
計画的な が必要で坑

支部科学省策定の を参考に、

を活用 して、

適切な教材の整備充実を図りましょう!
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Japan educa10nal Matewaに Asso81a10n。

教 材 整備

教材整備計画

～
一般社団法人 日本教材備品協会 ジ エ マ



子どもたちの確かな学力の育成を図るための

が策定されています。

令和2年度からH年度までt「学校教材整備」のために、
学年度約800億円、10か年で約8,000億円(見込み)の
※地方交付税措置が酪じられておりまt

「主体的・対話的で深い学び」により、

児童・生徒たちが自ら考え、

自ら発信する力をより伸ばす教育を進めるために、

支援・触発する学校教材をしっかりと整備していきましょう。

1 概要

支部科学省では学習指導要領改訂や学校における働き方改革の進展等を踏まえ、各教育
委員会、各学校の教材整備の参考資料となる「教材整備指針」を令和元年8月 に改訂。
これを踏まえ、令和 2年度おlら の計画的な教育環境整備に関する財政措置の見通しとなる

「義務教育諮学校における教材整備計画」を策定。                、

学習指導要領に対応し、子どもたちの確かな学力の育成
を図るため、学校教材の安定的かつ計画的な整備を
促選する。

(η )学習指導要領関連(学習指導要領に対応する教材)

(2)技術革新奪関連(昨今の技術革新等を踏まえた教材)

(3)学 校における働き方改革関連(学 校における教育
環境改善に資する教材)

(令和元年 8月 改:J)の例示教材等の

に必要

単年度措E額 (普通交付税)約 800億円

(10か年総額 約8,000億円見込み)

約500億円

約260億円

騒嗣囲囲園D約40億円

※地方史付税措置

地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に焦む国民にも一定の行政サービスが提供できるよう財源を保証するためのもの。
なお、使途を特定しない一般財源として措置されるため、各自治体で予算化が図られて.初めて教材費などに充てることができます。

1.趣 旨 2.計 画の内容

3.積算内容 4.年次計画額

子どもたちのために、

教材 1誉 備に積極的に

イ菱峰ヽましょう!



学校教材の計画的な整備のため、

支部科学省策定の

積極的に活用しましょう!

教材整備指針は義務教育諮学校に備える教材の例示品日、
整備数量の自安を参考資料としてとりまとめたものです。
目安の数量 (必要数)と 現有数とを把握し、計画的に

整備していきましょう!こ れらの整備に必要な経費は

新たな教材整備計画により地方交付税措置が誇じられております。

を

各市区町村、学校が具体的な整備
数量を定める際の参考として、学校、
学年、学級、グループあたりの整備
の目安を教材毎に例示

視線/音声入力装置(特別支援学

校)、 3Dプリンタ… (中学校)等、

昨今の技術革新等を踏まえた

教材を例示

学習指導要領に対応する
全ての教科の教材を例示

特別支援教育にも対応して
います

拡大プリンター、複合機等学校
における教育環境改善に資する
教材を例示

数材整備指針の活用例
〉新たに必要となる教材、更新が必要な教材のビックアップた!

〉備える整備数の参考に !

〉整備計画策定め参考に !

♭教育委員会等への要望資料として !

0肢 空好革翔千等を踏 まえる

0学習指導妾傾に対応0数材整備故妊の目安を
'1示

0学 校におけら働き方改革に対応

JEMA 検 索 学校教材の整備 検 索

WWW.iema.oR,P/meXげ meXt・info

kv02airindex.htm

wwttmextago,,pra_menurS hotou/

▼詳しくIよ こちら▼ご不明点や活用のご相談などございましたらお問い合わせくださぃぅ



に基づぃた を 1

可館な教材

音楽

口画工作

〔特別支援教育に必要な敦材】

特別寅観韓育に

必嬰な犠材

例 :小学校教材整備指針を基に

教材整備指針は

このような内容に

なってぃます。

電共用 I路豪 ,長示語敬材 1 板 0 △

2 ′ヽネルシアター △

23 ソ 'ハ
‐― エア O

32 △

35 ['目導用、短冊、濱字指導用、硬筆指導用など) △

40
46 地球儀 (ラ ミ・お・ 白地四など) O △

発嚢・棗示用機材 49 教材作「 ,・ 提示説明ソフト 0 O
59 計算プロック ● O
65 、人成岩 O △

89 0
t21 あけ 0 O
127 DVD、 CDと 関連画像資料など) O
133 コ ー 0 O
144 色立 体 型 0

菫具・案目用属執蒻 175
堕理用教材(堕理戸欄、材料収額棚,箱 、作品乾爆欄、
掃「拿,(集臓機)な ど)

0 △

176 O
209 ,計 O O
235 0 O
245 ハ ン 0 O
263 音声CD チャンツ、歌、ナーサリーライム等) O
265 フラッシュカーカ ー

292 似 ツ △

299 ①

13 0 二I望墾塾璽聖坐二塁琶ユ亀住転冨鞘
台、

O △知的障害

311 ソーシヤ 0 △

316 1入力買擢機器(手 1日入力、音声入力、視線入力など) △肢体不自由
3Zl 軽E需ち週びスロープ O
323 表示機器(MRゴーグルなど) O常碍晟ぴ身体虚用
333 写幕提示システム(音声盟関システム、字爾提示隔機器など) 0 O

ヨ閉征 346 デジタルカメラ 0 ()
Eコ臣唇 (LD) 351 を調整する 0

355 衛立 0

0学校における働き方改革に対応

Jt,電 :;十秋料等 も1能 別分類 例示品名 El安希号 析,l, 必蜜J史 1現有数 報備敗
I

0学習指導要領に対応

0は令和元年改訂で

新規に例示した教材

△は令和元年改訂で

例示内容を
一言

`見

直した教材

0教材整備数量のB安を例示0技術革新等を踏まえる

教科等 級能別分取 例示品名 虚l安 番培
'A'I!

必巌枚 1現 有散 鬱161費 ■

※必要数―現有数工霞l窮数

車 車

(1学級分)

Ｌ
一Ｌ
一

Ⅳ . 1猥皮

…

い′fグ)レ
ニブ

(1学級分)

V。 そのイl"

1校あたり1程度

1学年あたり1程度

1争級あたり1程度

3人あたり1程度

2人あたり1程度

1人あたり1程度

とりあげる指導内容等によって格備数が異なるもの

り 程ヽ度
2

1

と1空1!|ン    れl;

田

一
囲
一日
一□

日
一回
一日

に1支単位    、 ll l

教材整備指針(令和元年度改訂)での例示品の整備 状 況 伶和5年度 正MA調査より)

計算ブロック(小学校)

算数の道具・実習用具敦材
(数と計算)の 新規例示品

H H

0.8%  中

整備中 7.4%

こイとから整l偏

66%

軽 量 持 ち運 びス 。― プ

特別支援教育(肢体不自由)に

必要な教材の例示品

無回答 1,3% 中

1人あたり
1程度

1学級あたり
1程度

整備済
3.6γO

蜜崎中
0,8%

これから

整備
4.096

i日日日日日日日

1('い ヽ` そ Iと ヽヽ  )

盟



謂

(全ロペース)

令和6年度措置領約800億円

く積算基礎》

8学級規模),中 |・ 2,653千円
15学級規模),1・・・・2,742千円

(350学級規模)・・85,S43千 円

備考1:地方交付税措田額の試算に用いる学級数(D)は、携務標準法に規定する学級編制の標準により算定した学級数です。

０

よ
汎
炒
告

首長と教育委昴会が

'l講

・調整 する tiと に
より、両常がイ女台政策の方向1上 を共有 tノ 、 ~致
(ノ (執行にあたることが可能になります1,

卜
Ｚ

一
〇

∝

財政捲置額

竹舛り支援学松

中学校

卜rt〔

小学校

中学校

特別支援学校

備考2:寒冷補正 (暇房費や除雪費等を反映するもの)等の補正係数は、考慮していません。

教材整備計画における学校教材の整備に必要な経費は、地方交付税等による財政措置の対象とされており、学校教材の
整備について、それぞれの地域で議論し、予算措置することが重要です。地方教育行政の組織及び運営に関する法律に
基づき、各地方自治体に設置される総合教育会議において、計画的な教材整備について首長と教育委員会が協議,調整する
ことも有効であると考えられます。

学校現場での整理

r 十整備品日や教材の優先〕Rイ立を決定

i   校長を中心に、教頭、教務主任、事務職員等による予算委員会を
―   組寺競するなど、校内組織を生かした金校的な対応を図る。

r '教委に対して情報提供・要望(教材によう効果の説明等)

■ ・ 学校現場で更新・新規購入が必要な敬材を把握

'教育条件整備 に関す る施策

争校捕品・敦材の計画的な整備計画

●
ゝ

枷

兵必要な予算を要求

要ヽ求内容について説明
女部科学省からの資料等も活用

・地方交付税の財源措置等の通知
・教材整倍指針

試算額

E(cXD)

22,110千円

_千 円

14,624千円

_千 円

12,220千円

_千 円

0予 算配賦  地方公共団体 (財政部局等)→ f報
讀要黒熱i

0予 算配賦 漣廂礫受41→ 1挙校

0予 第要求  1鱒
=→ ・

ル イヽ主mtt Rォ 改と,たぅ守

0状況報告 学績→陣

ここに学級数を代入して、あなたの白治体や学校の措置

額 を試 算 し ま し ょ う ! ＼字級敬 Iユ 特別支援争撤 ι台なれ Iす。

地方交付繰由
一般財源

(教材整備関係)

A
施設規模

B

1学級当たり
工般財源

C(A/B)
施設規模

D

2,653千 円 18学級 147.4千 円
150学級

_学 級

2,742千 円 15学級 182.8千 円
80学級

_学 級

85,543千円
50学級

_学 級
244,4千円350学級



学習指導要領を踏まえ.た安定的かつ計画的な数材整備
`ナ

,実現に向けて  文部科学省初等中等教育局長 中
適切な教材の整

`衛

充実は、児童生徒の関心・慧欲や知識理解の資をさらに高め、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実による学習指導要領の
趣旨の実現を図る上で種めて重要であり、加えて教師の授業準備や教材研究の負担軽減効果も期待でき、各学校における働き方改革の推進にも資するもの
と考えられます。

このため、文A「 科学省では、教育条件整備策の一つとして、令和元年8月 に策定した「敦材整備指針1に例示される学校教材等の整備力ヽ 安定
的かつ計画的に実施できるよう、「義務教育諸学校における教材整備計画」(令 和2～ 11年度の10か 年)を 策定しており、令和6年度で五年度目と
なりました。

GJGAスクール構想の進展等を中心として、学校の教育環境に大きな変化が訪れておりますが、教材整備の重要性は変わりません。各地方公共同体、
教育委員会、学校におかれましては、同指針も参考としていただきながら必要な教材を整理した上で、総合教育会議における首長と教育委員会の協議・
調整の場を活用するなどして、学校教材の整備をより,届推進していただければ幸とです。

地 域 の 実 情 に 応 じた 教 材 整 備 の 推 進 を              総務省自治財政局調整課課長補佐

―学習指導要領に対応して策定された「税務教育諸学校における教材整備計画Jを踏まえ、学校敦材の安定的かつ計画的な整備を促進するため、その整備
に必要な経費については、地方交付税措置を論じることとしております。
地方交付税に使途の定めはなく、それぞれの地域において、教材整備の必要性やその整備水準等について議論を深めていただくことが重要ですり地域

の実情に応じた教材整備が推進され、各学校現場での金ll意 工夫に基づき、子どもたちの健やかな学びが図られることを期待しております。

す べ て の 子 ど も た ち が 一 定 の 水 準 の 教 育 を 受 け ら れ る よ う       全国連合刀惇 校長会 会長

―令和6年度は学習指導要領全面実施5年目となり、全回の小学校では、「主体的・対話的で深い学びIの実現に向けた授業改善がよリー層進められてい
るところです。また、一人一台端末と高速木容減通信環境における、ICTを 活用した教育活動が本格化し、効果的活用が図られています。しかしながら、
各自治体の財政状況や考え方等によって、その整備や推進状況に格差が生しています6

全国連合小学校長会は、公立小学校の事文育環境は全国どこでも同じように整備されていなければならないと考えています。すべての子どもたちへのよりよい
教湾の実現を目指し、すべての子どもたちが一定の水準の教育を受けられるよう、「教材整備指針」を踏まえた孝文材整備が進みますようにお願いいたします。

1学びの充実Jと「学校における働き方改革|の両面からの教材整備を!   全日本中学校長会会長口■■
令和6年度は、現行の学習指導要領の全面実施から4年目を迎え、全国の公立中学校では「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた投業改善J、 また

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を通して、新たな学びあ実現による学校教育の質の向上に取り組んでいるところです。学校で使われる
教材は、生徒の興味・関心を高め、理解を助ける上で極めて重望であり、その充実は不可欠です。一方、「学校における働き方改革Jの更なる加速化が
進められる中、教材準備等の負担軽減を図っていくことが求められています。
全日本中学校長会としても、「全国どの地域でも一定水準の教育を受けることができること」「働き方改革を加速化すること」の両面から、全国の全ての

公立中学校が「軟材整備指針Jを 基に整備計画を策定し、計画的かつ確突に教材整備を進めていただくことをお願いしたいと思います。

より良い未来を築くために 全国市町村教育委員会連合会 会長

―GIGAスクール構想の進展により教育環境は急速に変化していますが、教材整備の重要性は変わりません。一人一台端末を活用し個別最適な学びを推
進するためにデジタル教材はもちろんのこと、従来からの教材の重要性も増していると考えます。五感をl動かせる実験実習や体験学習などは子どもたちの
興味関心を高め理解を深めます。デジタル教材と従来からの数材との組み合わせを促進していく意義について再認識していくことが必要で魂

全国の各市区町村教育委員会がこのリーフレットを活用し、学校教材の有効活用が図られ教育環境の向上に取り組むことで、子どもたちにとって
より良い未来を築く―助となることを期待しています。

計 画 的 で 着 実 な 学 校 教 材 の 整 備 を            一般社団法人日本教材備品協会(JEMA)会長

…予測する事が困難な時代を生き抜く為に、児童生徒一人一人が r主体的 ,対話的で深い学び」を実現し、これから生きていくために必要な資質・能力を
身につけていく必要があります。学校の様 な々教材はそれを触発する道具として、そして「個別最適な学び」を推進するためにも重要な存在です。この数材
予算の確保の為に、またどの自治体でも整備ができるように「税務教育譜学校における教材備品計画」として令和2年から11年度まで、単年度で800億円
の地方交付税措置が講じられています。文部科学省が定めた数材整備の参考資料となる「敦材整備指針」にRUり 、計画的でそして着実な教材の整備が
促進されることをお,買 いします。

教材整備の参考に・ 、・・    i
lJEMAは、教材整備に関する様々 な情報・データを提供しています∫

●教材浮 牧 http:〃 kyouzai.iema:oR'p″

IJEMAは、安全な教材備品の整備を推進しています。

い子どもたちを健康被害から守ろう !!

JEMA安全基準適合認定事業。

安全 ＪＥＭＡ雖中
卜。

あら

タベース日本
伊}

J
EHA 一般社団法人 日本教材備品協会 ジ エ マ EMA

Japan EducauOnd Ma19,餡 hAssodalon. FAX
24.00.750
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つくば市議会 議長殿

令和 6年 lo月 25日

一般社団法人 中国における舟機器移植を考

代表6 ヨ
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東京都新宿

L税器移植に関わる不正取引、非人道性が疑われる国への渡航移植等を防止するための

法整備等を求める意見書提出の陳情

陳情の趣旨

国際社会と足並みを揃え、舟機器移植に関わる不正な臓器取引、移植目的の渡航等を防止するための
法整備と適切なれ機器移植が行われる必要性について啓発を求める意見書を国へ提出することについて
陳情しまり乳

陳情の理由

世界では移植用臓器の不足を背景に、不正な臓器取引や移植目的の渡航が深刻化しており、日本人
が思わぬ医療事故や犯罪に巻き込まれるジスクは増加してぃます。

この状況に対し、国際社会は具体的な行動を起こしています。国際移植学会 (ws)および国際腎臓
学会 (IsN)は 2003年、人体器官の取引を犯罪とし、移植ツーッズムの防止を署名国 (13S力 国)に
求める「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」を声明しました。不正な臓器移植
に対処する法律も各国で制定され、2008年のイスラエアレを筆頭に、2010年 スペイン、2015年 イタヅ
ア、2015年台湾、2019年カナダ、2019年ベルギー、2022年英国で関連法が整備されています。

学甕拿譴訂財41,育繁f舗豪ぁ』會驚須厭踏舞露だと遅ず甲ユ葺夕)晏奮好瞥雪禽視
よ
!渥套賀冒督

明」を表明しています。しかし、それに紺応する法律はいまだ整備されていません。

我が国の臓器提供は年間約 loo件程度にとどまり、希望者数の0,6%程度 (公益社団法人日本臓器移
植ネツトワーク出典)しか移植手術を受けられないといった、深刻なドナー不足があります。この現

総稜:試倉違環鶏話齢監獣島む零徐を維忌ド完ぅ3監者探察簸翠暫訊:夫化笙
｀
り酔Fの

比端辞
密
植手

海外での臓器移植について、臓器提供元のはっきりしない申年旋を行つている事業者もあり、依然と
して渡航移植の危険性が存在しています。実際、国の認可を受けずに臓器移植の斡旋を行ったとし

通 潟 撒 縛 [確鸞 と慧 患縦 キキ竜亀 t翠砕 謙 毯臨 色鑑 宅轍 ヒ
たり、医療機関が技術指導を行うなど、人道問題への取り組みに積極性を欠いているとの国際社会か
らの批判も受けています。

このような状況を踏まえ、貴鱗会におかれましては、国会及び政府に対し、臓器移植に関わる不正
なた機器駁引、移植目的の渡航等を防止するための法整備を求める意見書を提出することを強く要講致
しまづ

い
。

本意見書の提出は、我が国が人道問題に積極的に取り組み、国際社会における責任を果たすため、
そして、国民の生命と人権を守るための重要な一歩となります。貴議長殿をはじめとする議員各位に
は、本陳情にご理解いただき、意見書の提出にご尽力賜りますよう心よりお願い申し上げます。



1磯器移植に関わる不主な臓器取引、移植ツー リズム等を防止するための法整備等を求める
意見善 (案 )

世界的な移植用臓器の不足を背景に、1機器の確保を目的とする不正な1腕器取引、人身取
引、移植 目的の渡航等が、世界における医療の倫理的問題や人権を侵害する大きな問題と
なっている。

このような問題に取り組むため、国際移植学会 (ws)お よび国際腎臓学会 (ISN)は
2008年 4月 に、臓器取引 。人身取引の犯罪化し、移植ツー リズムの防止を掲げた 「臓器
取引と移植ツージズムに関するイスタンブール宣言Jを声明した。 日本移植学会、日本臨 |

床腎移植学会、日本内科学会、日本腎れ載学会および日本透析医学会は 2022年 12月 、「移
植の恩恵は、非倫理的行為や搾取的な行為に依存することなく」「必要とする人々に分配
されなければならないJ等 とする「イスタンブール宣言 2018 5学会共同声明Jを表明し
た。

国内では、現在約 1万 6500人 もの人が移植を希望し登録 している (公益社団法人 日本
臓器移植ネットヮーク)が、臓器提供は年間で約 100件 となっており、圧倒的な ドナー不
足が大きな課題である。この現状から、海外での臓器移植を求め渡航する人は後を絶たな
い。厚生労働省の調査によると、海外での臓器移植手術後、国内の医療機関に通院してい
る患者は、2023年 3月 末時点で 043人に上る。いっぽう、海外での臓器移植は手術後に忠
者が死亡する危険な事例もあるほか、連法な臓器売買を疑われた場合、帰国後、国内の医
療機関での診療を拒否される場合もある。

渡航移植は、邦人が思わぬ医療犯罪や非人道犯罪に巻き込まれる恐れがあるものの、我
が国には渡航移値を制限する法律はなく、いつ、どこで、誰が、どのような手術を受けた
のか、自治体や医療機関は確認することができない。したがって、臓器提供の透明性を確
保する制度の整備は必要である。前記宣言にならい、不正な臓器取引の禁止、移植ツージ
ズムの防止、さらには、適切で公正な臓器移植に関する啓蒙や教育の一層の強化も欠くこ
とはできない。

よつてOO議会は、国会及び政府に対し、臓器移植に関わる不正な臓器取引、移植目的
の渡航等を防止するための法整備等に早急に取り組むことを求める。

以上、地方自治法第。O条の規定により意見書を提出する。

令和   年 月   日

議会議長

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

厚生労働大臣



米連邦下院

2024年4月 25日 、米連邦下院で
法輪功保護法案が可決した。

良′いの囚人らから強制的に臓器
を摘出する「臓器狩り」に関与
したものに制裁を科すことを定
めた、米国で初となる法案とな
る。

制裁には資産凍結、米国入国禁
止、経済的制裁、刑事罰などが
ある。
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臓器収奪の警告
国連人権特別報告官

2921年6月 14日 、国連人権特
別報告官は中国に対する警告
を発表した。

拘束された少数民族や法輪功
学習者が、移植用臓器の摘出
対象になっているとの「信頼
できる情報」があるとした。

強制的な臓器検査と移植用デ
ータベースヘの登録が行なわ
れており、「)F常 に警戒して
いる」と表明した。

China:こチN human rights
experts alarmed by 60rgan

harvesting'allegations

中文
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中国における臓器収奪停止のため日本の法整備を求める意見書の要請 添付資料1

米連邦議会下院

法申∩lノ¬保のJ法女

国連人権特別報告官

中国に対する

ⅢⅢ器収今の管告
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中国へ渡航移植
日本国厚生労働省

2023年 6月 、厚生労働省が行つ

た実態調査で、中国で移植を受

けたのち日本の医療機関に通院

している患者は175人いること

がわかった。   |

調査は日本各地の医療機関

(203施設280診療科)を対象に

行われた。

供給されたドナー臓器の出所が

不明な中国で移植手術を受けれ

ば、人道犯罪におのずと加担し

てしまう恐れがある。

臓器収奪を非難
欧州議会

2024年 1月 18日 、欧州議会は

中国共産党による法輪功や他
の少数派への迫害停止を求め

る決議を採択した。

無実の囚人からの臓器収奪は

「頻繁に」報告されていると

し、加担者に対して制裁を科

すようEU加盟国に求めた。

決議は非難対象を「中国」で

はなく「中国共産党」とし、

迫害政策は政権主導であるこ

とを強調した。
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中国における臓器収奪停止のため日本の法整備を求める意見書の要請 添付資料2
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-6t41t20 陳情 6第 7号
2024年  11月  15日

国産食料の増産、食料自給率向上、家族農業支援強化を求める共同の申し入れ

担球規模の気候変動や、ウクライナ戦争を背景にした世界的な食料危機は、食料の 6割以上を世界の

国々に依存する日本の食料政策の危 うさも浮き彫 りにしました。とくにこの夏は、これまで「余ってい

る」といわれていた米の在庫量が過去最低となり、市場価格の高騰や店頭からコメがなくなるなどの異

常事態が起こっています。

その原因は、政府が主食であるコメの需給と価格への責任を放棄してきたことにあります。稲作農家
の平均所得が 1万円 (時給換算で 10円 )と いう状況 ドでコメ作 りから撤退する農家が増え続けているこ

とを考えれば、今後もこのような異常事態がしばしば起こると予想されます。
一方、各地では学校給食の無償化、学校を合む公共調達で地場産、有機農産物の活用を促進し、家族農

業と地域を守る運動が広がっています。

2022年度に小中学校の給食を無償化にした自治体数は 451に まで広がり、小中学校の給食を提供する

約 1600市区‖J村 の 3害1近 くまで到達しています。

食と農をめぐる様々な仕組みの見直しを通じ、いま得地では地域循環型・持続可能な地域づくりへの

展望、また地球温暖化対策など、地域を守る施策としてあらためてその溶在的価値が見つめなおされて
います。

各地で広がる学校給食の無償化をはじめ、学校給食や病院食などへ地元農畜度物の活用や独自の予算

や苦悩の数々をつかみながら、食料・農業・地域を守る実践 と努力を伺いながら、今後の政府要請など

の取 り組みに活か していきたいと考えます。

つきましては、下記の事項についてご協力いただきますようお願い致します。

記

1.別紙「政府への要請」に対する賛同書へご協力下さい。

(尚、 12月 はじめに予定する政府への要請の際に提出 します。)

2.同封する請願署名へのご協力をお願いします。

3。 私たち農民連が毎週発行する新聞「農民」 (見本誌同封)の定期購読をお願いします。

4。 当組合の運動趣旨をご理解いただき、活動賛助金のご協力をお願いします。

5.地域農業を守る収 り組みや、独自の施策 。広が りについて懇談させていただければ辛いです。

つきましては、 11月 下旬頃にお伺いいたしますので、宜 しくお願いいたします。

(訪問日時につきましては、後日連絡 させていただき

県

組

T

茨

南農民組

合長

城県稲

Tei               Fax

以  上



「政府への要請」に対する賛同書
世界的な食料危機は、日本の食料の6割以上を世界の国々に依存する国民食料の危うさを

浮き彫りにする一方、気候変動の影響や稲作農家の平均所得が 1万円と時給換算で 10円 とい
う状況は、米を作つても赤字になることから稲作からの撤退が進んでいます。その結果、今
年は過去最低の在庫となり、市場価格の高騰や市場から米がなくなるなどの影響が出ていま
す。こうした流れに歯止めをかけ、いまこそ国産食料の増産と、実効性ある国内食料自給率
の向上に向けた施策、命の源である食料生産を支える大多数の家族農業経営を支援する農政
が求められます。私たちは、政府に対しすべての国民に対し安全な食料を享受する権利を保
障するとともに、不安定な原料や農畜産物の輸入に依存した政策をあらためるべきと考えま
す。以上の趣旨から、下記「政府への要請」に賛同いたします。 .

2024年  月  日

住 所

団体名

代表者

一、良質な食料が安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを大手できる実効性あ

る施策として、国内食料を増産 し、食料自給率の向上を図ること。とりわけ、改定

「食料・農業・農村基本法」に基づく「基本計画」において、食料自給率の目標と

達成するための計画を明記し、農政の重点に据えること。

二、食料品をはじめとする物価高騰で苦しむ人々への支援を強化すること。特に、セー

フテイーネットとしての「食料支援制度」や、生産者の生業を支え、消費者にも恩

恵をもたらす農家への「所得補償制度」を確立すること。また、主食の米について、

政府が価格と需給に責任を持ち、増産に転 じること。

三、国の自治体などの努力で広がる学校給食の無償化を後押しし、さらに広がるよう支

援を拡充すること。また地元産の安全な農畜産物・食品を活用する施策を行うこと。

四、経済連携協定を見直すこと。特に、ミニマムアクセス (lⅥA)米は即刻中止・見直す

内閣総理大臣 殿

印

こ と

農林水産大臣 殿



衆議院議長 殿

参議院議長 殿

国産食料の増産、食料自給率向上、家族農業支援強化を求める請願

【請願趣旨】

地球規模の気候変動や、ウクラィナ戦争を背景にした世界的な食料危機は、食料の 6割以上を世界の国々に

依存する日本の食料政策の危うさも浮き彫 りにしました。とくにこの夏は、これまで「余つている」といわれ
ていた米の在庫量が過去最低となり、市場価格の高騰や店頭からコメがなくなるなどの異常事態が起こってい
ます。

その原因は、政府が主食であるコメの需給と価格への責任を放棄してきたことにあります。稲作農家の平均
所得が 1万円 (時給換算で 10円)と いう状況下でコメ作 りから撤退する農家が増え統けていることを考えれ
ば、今後もこのような異常事態がしばしば起こると予想されます。

私たちは政府に対して、すべての国民に安全な食料を持統的に享受する権利を保障するよう求めます。その
ためには、不安定な輸入に依存した食料政策をあらため、食料自給率の向 にに向けた実効性ある施策を行うこ
とが必要です。いまこそ国産食料の増産と、それを支える大多数の家族農業経営を支援する農政に転換するべ

きと考えます。以上の趣旨から、次の事項を実現するよう求めます。

【請願事項】

1.良質な食料が安定的に供給され、かつ、国民 ・人 ・人がこれを入手できる実効性ある施策として、国内食
料を増産し、食料自給率の向上を図ること。とりわけ、改定「食料・農業・農村基本法」に基づく「基本
言1両」において、食料白給率の目標と達成するための計画を明記し、農政の重点に据えること。

2.食料品をはじめとする物価高騰で苦しむ人々への支援を強化すること。特に、セーフティーネットとして
の「食料支援制度」や、生産者の生業を支え、消費者にも恩恵をもたらす農家への「所得補償制度」を確立
すること。また、主食の米について、政府が価格と需給に責任を持ち、増産に転じること。

3.全国の自治体などの努力で広がる学校給食の無償化を後押しし、さらに広がるよう支援を拡充すること。
また地元産の安全な農畜産物 `食品を活用する施策を行うこと。

4.経済連携脇定を見直すこと。特に、 ミニマムアクセス (MA)米 は即刻中止 。見直すこと。

氏  名 住   所

都。道

府・県

ml・ 道

府・県

部。道

府・県

都・道

府・県

獅
`・

道

府・県

*1罰 人情報は、署名提出以外には使いません。

【よびかけ】国民の食糧と健康を守る運動全国連絡会 (全国食健連)

¬■■■■b東京都板橋区 Eメ ール :

(2025年 2月 末まで)



食と農の危機が同時に進む日本 >>>
食料自給率向上と

で

コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵攻、気候変動による異常気象などが引き金になつて、いま内外で「食料危機」が広がっていま魂

食品価格高騰で食べられない人が急増斗や|
主要国の食料自給率

品曽
g訪

為ゲごζ姑 梅 留 徐 鑽 余 識 試 互留 耗  
カナゲ

消え、高Л港する中、十分に食べられない人が増えていま坑 国連食糧  フランス

農業機関 (FAO)に よると、日本の栄養不足人□は32%。 先進国で ァメリカ

摺

ξ難 駅 試 壁 :ユ イ 所 風 i§材黎
ィ塁

激減。22年の農家の8寺給は平均して379円、稲作農家は10円 、これ  日本

では続けていくことができません。

(               233

121

コ|||158 ケ月分しかな

国民生活を直撃 低い自給率とわずかな備蓄十■
'

値上げ品目数 平均値上げ率
日本の食料白給率は38%で、主要□中最低で坑

こんな中で政府は「食料・農業・農村基本法」を改悪
し、食料白総率を向上させる政府の責任を放棄しまし
た。備蓄もわずかで現 資源・食糧問題研究所の柴田

明夫代表によると、中国の穀物備蓄量は年 P9弓 消費量
の70～ 90%で 8～ il力 月勿ぺあるのに対し、日本は8～
20%で i～ 2カ 月分。食料支援制度も存在しません。
農業予算は削減が続いていま坑

22年 14%
23年

204

38
農水省の資料から 150

lw

250(°′。)

COST
UP

帝回データバンクの資料から

1 産食料の増産による食料自給率向上

2 食料支援制度の創股と農家への所得補償
3 学校給食の無償化と地場産農産物の活用

4 経済連携協定、ミ マムアクセス米の見直し

15%
田

地既再生に向けた譲

提案

92.5 農家所得に占める補助金の割合

77

64

50.4

30.2

農水省の資料から
(欧 州の数値は、直接支払いのとり合。
日本の数値は東大鈴木営弘教授の試算)
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2万 5,768

3万 2ヮ396

農家への直接支払いによる所得補償制度を求める声が本8

次いでい汁売東都生協など6生協が24年 3月 に共同で出した

提言は、本格的な直接支払いの導入を要求。明治大学の作
山巧教授は、米の戸別所得補償制度の効果について、生産者
への支払いを上昇させる一方で、消費者イ]5格 を低下させると

して、生産者と消費者の双方への恩恵があると3蛮調していま或

農家への直接支払い
思恵を受けるのは誰?

″
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ダ 欧州の農家所得の

過半は直接支払い
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全 国 食 健 連 (国民の食糧と健康を守る運動全国連絡飼      噸

取り扱い団体
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